
議案第１５号 

 

新座市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

新座市介護保険条例（平成１２年新座市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  

（保険料率） 

第３条 令和６年度から令和８年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第９条第１

号に規定する者をいう。以下同じ。）の区分 

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 令第３９条第１項第１号に掲げる者 

３３，５１８円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

５０，４６２円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

５０，８３０円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

６６，３０１円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 

７３，６６８円 

⑹ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

８４，７１８円 

ア ［略］ 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）第６条第２項に規定する 

要保護者をいう。以下同じ。）であって、 

その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を 

除く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ、 

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ又は第１４号イに該当する者

を除く。） 

⑺ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

９２，０８５円 

（保険料率） 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第９条第１

号に規定する者をいう。以下同じ。）の区分 

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 令第３９条第１項第１号に掲げる者 

３２，０７６円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

３８，４９１円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４４，９０６円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

５７，７３６円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 

６４，１５２円 

⑹ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

７３，７７４円 

ア ［略］ 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）第６条第２項に規定する 

要保護者をいう。以下同じ。）であって、 

その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を 

除く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ、 

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又

は第１３号イに該当する者を除く。） 

 

⑺ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

８０，１９０円 



ア ［略］ 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ又は第１４号イに

該当する者を除く。） 

⑻ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

１０１，６６１円 

ア ［略］ 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ又は第１４号イに該当する者

を除く。） 

⑼ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

１１４，１８５円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４２０

万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又

は第１４号イに該当する者を除く。） 

⑽ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

１２５，９７２円 

ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０

万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ

に該当する者を除く。） 

⑾ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

１３０，３９２円 

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０

万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

ア ［略］ 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第

１２号イ又は第１３号イに該当する者を

除く。） 

⑻ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

８６，６０５円 

ア ［略］ 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又

は第１３号イに該当する者を除く。） 

 

⑼ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

９６，２２８円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４００

万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ

に該当する者を除く。） 

⑽ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

１０５，８５０円 

ア 合計所得金額が４００万円以上５００

万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第１２号イ又は第１３号イに該当する者

を除く。） 

⑾ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

１０９，０５８円 

ア 合計所得金額が５００万円以上７００

万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない



状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、 

第１３号イ又は第１４号イに該当する者

を除く。） 

⑿ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 

１３２，６０２円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０

万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ

又は第１４号イに該当する者を除く。） 

⒀ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者  

１７３，１１９円 

ア  合 計 所 得 金 額 が ７ ２ ０ 万 円 以 上 

１，０００万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ ［略］ 

⒁ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者  

１８９，３２６円 

ア・イ ［略］ 

⒂ 前 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 

１９８，９０３円 

 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格

取得、喪失等があった場合） 

第５条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第

１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給

権を有するに至った者及び同号イ⑴に係る者

を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３

号ロ、第４号ロ若しくは第５号ロ又は第３条

第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、 

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第 

１３号イ若しくは第１４号イに該当するに 

至った第１号被保険者に係る保険料の額は、

当該該当するに至った日の属する月の前月ま

で月割りにより算定した当該第１号被保険者

に係る保険料の額と当該該当するに至った日

の属する月から令第３９条第１項第１号から

第５号までのいずれか又は第３条第６号から

第１４号までのいずれかに規定する者として

月割りにより算定した保険料の額の合算額と

する。 

４ ［略］ 

 

附 則 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ

又は第１３号イに該当する者を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑿ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者  

１４１，１３４円 

ア  合 計 所 得 金 額 が ７ ０ ０ 万 円 以 上 

１，０００万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ ［略］ 

⒀ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者  

１５３，９６４円 

ア・イ ［略］ 

⒁ 前 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 

１６０，３８０円 

 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格

取得、喪失等があった場合） 

第５条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第

１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給

権を有するに至った者及び同号イ⑴に係る者

を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３

号ロ、第４号ロ若しくは第５号ロ又は第３条

第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、

第１０号イ若しくは第１１号イに該当するに

至った第１号被保険者に係る保険料の額は、

当該該当するに至った日の属する月の前月ま

で月割りにより算定した当該第１号被保険者

に係る保険料の額と当該該当するに至った日

の属する月から令第３９条第１項第１号から

第５号までのいずれか又は第３条第６号から

第１１号までのいずれかに規定する者として

月割りにより算定した保険料の額の合算額と

する。 

 

４ ［略］ 

 

附 則 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率



の算定に関する基準の特例） 

第８条 ［略］ 

 

（令和６年度から令和８年度までの各年度に

おける保険料率の特例） 

第９条 令和６年度から令和８年度までの各年

度における保険料率は、第３条の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 令第３９条第１項第１号に掲げる者 

２０，９９５円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

３５，７２８円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

５０，４６２円 

 

（平成１２年度における納期の特例） 
第１０条 ［略］ 

 

（平成１３年度における普通徴収に係る納期

に納付すべき額の特例） 
第１１条 ［略］ 

 
（平成１２年度における賦課期日後において

第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合の特例） 
第１２条 ［略］ 

 

（平成１３年度における賦課期日後において

第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合の特例） 
第１３条 ［略］ 

 
（延滞金の割合の特例） 

第１４条 ［略］ 
 
（新座市老人の医療費の支給に関する条例の

一部改正） 
第１５条 ［略］ 

 
（新予防給付の施行期日） 

第１６条 ［略］ 

の算定に関する基準の特例） 

第８条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成１２年度における納期の特例） 
第９条 ［略］ 

 

（平成１３年度における普通徴収に係る納期

に納付すべき額の特例） 
第１０条 ［略］ 

 
（平成１２年度における賦課期日後において

第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合の特例） 
第１１条 ［略］ 

 

（平成１３年度における賦課期日後において

第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合の特例） 
第１２条 ［略］ 

 
（延滞金の割合の特例） 

第１３条 ［略］ 
 
（新座市老人の医療費の支給に関する条例の

一部改正） 
第１４条 ［略］ 

 
（新予防給付の施行期日） 

第１５条 ［略］ 

  

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新座市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 



  令和６年２月２８日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

   提 案 理 由 

介護保険料の保険料率を改定したいので、この案を提出するものである。 


